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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第72期

第２四半期累計期間
第73期

第２四半期累計期間
第72期

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年９月30日

自 2021年４月１日
至 2021年９月30日

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

売上高 (千円) 1,136,129 1,183,121 3,052,071

経常利益又は経常損失(△) (千円) △33,009 △72,334 100,428

四半期（当期）純利益又は四半期
純損失（△）

(千円) △27,870 232,420 86,449

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 500,000 500,000 500,000

発行済株式総数 (千株) 3,568 3,568 3,568

純資産額 (千円) 2,834,064 3,152,690 2,955,536

総資産額 (千円) 4,513,529 4,767,198 5,454,235

１株当たり四半期（当期）純利益
又は１株当たり四半期純損失
（△）

(円) △9.33 77.82 28.95

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 10.00

自己資本比率 (％) 62.8 66.1 54.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 236,675 209,057 159,495

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △29,144 354,508 △469,112

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △116,390 △667,942 335,362

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 848,491 678,719 783,096
 

 

回次
第72期

第２四半期会計期間
第73期

第２四半期会計期間

会計期間
自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

自 2021年７月１日
至 2021年９月30日

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失（△）

(円) △10.75 85.78
 

(注) １　「持分法を適用した場合の投資利益」については、関連会社がないため記載しておりません。

２　第72期第２四半期累計期間の「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」は、１株当たり四半期純損失であ

り潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

３　第73期第２四半期累計期間の「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」は、潜在株式が存在しないため、

記載しておりません。

４　第72期の「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」は、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

５　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当期首から適用しておりま
す。詳細については、「第４ 経理の状況　１ 四半期財務諸表　注記事項（会計方針の変更）」に記載して

おります。

 
２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容の重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投

資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」について重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

　

（経営成績等の状況の概要）

（1）経営成績の状況

この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様及び感染拡大により困難な生活環境におられる皆様に、心

よりお見舞い申し上げます。

当第２四半期におけるわが国の経済情勢は、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状況にあ

るなか、持ち直しの動きが続いております。先行きについては、感染対策を徹底し、ワクチン接種を促進するなか

で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって持ち直しの動きが続くことが期待されます。ただし、中国恒大集団

の経営危機問題、サプライチェーンを通じた影響による下振れリスク、国内外の感染症の動向や、金融資本市場の

変動等の影響にも注視する必要があります。

当社の関連する業界におきましては、国土交通省の令和４年度道路関係予算概算要求概要において掲げられてい

るとおり、「防災・減災、国土強靱化」「予防保全による老朽化対策」「人流・物流を支えるネットワーク・拠点

の整備」「道路空間の安全・安心や賑わいの創出」「道路システムのデジタルトランスフォーメーション」「グ

リーン社会の実現」に重点的に取り組み、道路整備を計画的に進められる方針とされています。

また、事業の実施に際しては、近年の激甚化・頻発化する災害や急速に進む施設の老朽化等に対応するべく、災

害に強い国土幹線道路ネットワーク等を構築するため、令和３年４月に各都道府県における５か年の具体的な事業

進捗見込み等を示した「防災・減災、国土強靱化に向けた道路の５か年対策プログラム」を着実に推進し、高規格

道路ネットワークの整備や老朽化対策等の抜本的な対策を含めて、防災・減災、国土強靱化の取組の加速化・深化

を図ることとされております。加えて、通学路の合同点検を踏まえた交通安全対策や、2050年カーボンニュートラ

ルの実現に向けた取組を推進することも挙げられております。

無電柱化関連に関しましては、令和２年12月に閣議決定された「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化

対策」により電柱倒壊のリスクがある市街地等の緊急輸送道路の無電柱化が進められており、無電柱化の推進に関

して施策の総合的、計画的かつ迅速な推進を図るため、国土交通省が新たに「無電柱化推進計画」（2021年５月策

定）を定めております。

このような状況の中で、当社では当事業年度においては「原点は、小さくて強い会社。」という創業70周年を迎

えることへの原点に立ち返った社内スローガンを経営方針として掲げ、事業を推進してまいりました。

コンクリート関連事業の製商品に関しましては、当社主力製品である「ライン導水ブロック」の独自性・優位性

が評価され続けておりますが、「ライン導水ブロック」シリーズの製品である「ペダループ」では、狭い幅員でも

自転車通行空間を確保できる交通安全対策として採用も増加しております。

当社無電柱化製品におきましては、国土技術政策総合研究所の無電柱化技術実験施設において、無電柱化の施工

迅速化、低コスト技術の検証を行うため、「低コスト手法導入の手引き(案)」に準拠した「S.D.BOX」が設置され

る等、着実に採用実績も増加しております。また、国土交通省が策定した新たな「無電柱化推進計画」（2021年５

月策定）を受け、各自治体でも無電柱化へのニーズが高まる中、インテックス大阪にて開催されました「第７回無

電柱化推進展」にも出展し、「D.D.BOX Neo」「D.D.BOX Pleon」「S.D.BOX」のＰＲ活動の強化を行っておりま

す。

環境対策製品におきましては、NEXCO設計要領に準拠した油水分離ます「ヒュームセプター」が、環境対策・ノ

ンポイント汚染対策として高速道路、国道、都道府県道等の交通量の多い道路や工場、商業施設等に幅広く採用さ

れており、採用実績は順調に増加しております。この「ヒュームセプター」は、東京ビックサイトにて開催されま

した「ハイウェイテクノフェア2021」にも出展し、省スペースでの施工が可能な点、施工が簡易的である点、油の

再流出が無い点等のメリットについて非常に高い評価を戴いております。

また、新製品である「新型ライン導水ブロック」、「ダイバース管」については、インテックス大阪にて開催を

控えている「建設技術展2021近畿」に出展予定であり、新製品のＰＲ活動も展開しております。

不動産関連事業におきましては、将来に向けた有効活用と運用を模索し、当社経営資源の有効活用及び今後の新

たな不動産運用を図るため、岡山県瀬戸内市にある当社保有遊休土地を売却いたしました。
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その結果、当第２四半期累計期間において、売上高は11億83百万円（前年同期比4.1％増）、営業損失は68百万

円（同38百万円の悪化）、経常損失は72百万円（同39百万円の悪化）、四半期純利益は２億32百万円（同２億60百

万円の改善）となりました。なお、固定資産の譲渡による特別利益３億23百万円を含んでおります。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当期首から適用していま

す。詳細については、「第４　経理の状況　１　四半期財務諸表　注記事項（会計方針の変更）」をご参照くださ

い。

 
当第２四半期累計期間におけるセグメントの業績は次のとおりであります。

（イ）コンクリート関連事業

コンクリート関連事業の売上高は８億41百万円（前年同期比8.6％減）、セグメント損失は38百万円（同60百万

円の悪化）となりました。

当社製品の中で特に付加価値の高い「ライン導水ブロック」及び環境対策製品「ヒュームセプター」を中心とし

た製品が堅調に推移いたしましたが、前年同期のような需要による受注までには至らず、同事業の売上高、セグメ

ント利益ともに前年同期を下回る結果となりました。

 
（ロ）建築設備機器関連事業

建築設備機器関連事業の売上高は２億92百万円（前年同期比69.2％増）、セグメント損失は44百万円（同10百万

円の改善）となりました。

中・大型の公共事業案件を中心に堅調に受注したことから、同事業の売上高、セグメント利益ともに前年同期を

上回る結果となりました。

 
（ハ）不動産関連事業

不動産関連事業の売上高は49百万円（前年同期比15.6％増）、セグメント利益は17百万円（同21.4％増）となり

ました。

安定的な利益確保の目的により、前事業年度に新たに収益不動産物件（賃貸マンション）を購入したことから不

動産賃料収入が増加し、売上高、セグメント利益ともに前年同期を上回る結果となりました。

 
セグメント情報の詳細は（セグメント情報等）をご覧ください。

 
（2）財政状態の状況

 (資産)

当第２四半期会計期間末の流動資産は19億33百万円となり、前事業年度末に比べ６億17百万円減少しました。

完成工事未収入金の減少２億66百万円、受取手形及び売掛金の減少２億57百万円、現金及び預金の減少１億４百

万円、電子記録債権の減少45百万円、商品及び製品の増加33百万円が主な理由であります。

当第２四半期会計期間末の固定資産は28億33百万円となり、前事業年度末に比べ69百万円減少しました。

土地の減少85百万円、無形固定資産の増加13百万円が主な理由であります。

この結果、総資産は47億67百万円となり、前事業年度末に比べ６億87百万円減少しました。

 (負債)

当第２四半期会計期間末の流動負債は８億81百万円となり、前事業年度末に比べ４億35百万円減少しました。

短期借入金の減少２億円、工事未払金の減少などによるその他流動負債の減少１億41百万円、支払手形及び買掛

金の減少１億28百万円が主な理由であります。

当第２四半期会計期間末の固定負債は７億32百万円となり、前事業年度末に比べ４億49百万円減少しました。

長期借入金の減少４億20百万円、資産除去債務の減少47百万円、退職給付引当金の増加８百万円が主な理由であ

ります。

この結果、負債合計は16億14百万円となり、前事業年度末に比べ８億84百万円減少しました。

 (純資産)

当第２四半期会計期間末の純資産は31億52百万円となり、前事業年度末に比べ１億97百万円増加しました。

利益剰余金の増加２億円、その他有価証券評価差額金の減少２百万円が主な理由であります。
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（3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間末の現金及び現金同等物は６億78百万円となり、前事業年度末に比べ１億４百万円減少

しました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 営業活動の結果獲得した資金は、２億９百万円（前年同期２億36百万円の資金獲得）となりました。

 収入の主な内訳は、売上債権の減少５億68百万円、税引前四半期純利益２億99百万円、支出の主な内訳は、固定

資産売却益３億23百万円、仕入債務の減少２億29百万円、資産除去債務戻入益48百万円、棚卸資産の増加41百万円

であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果獲得した資金は、３億54百万円（前年同期29百万円の資金使用）となりました。

　収入の主な内訳は、有形固定資産の売却による収入４億10百万円、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得によ

る支出45百万円、保険積立金の積立による支出10百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、６億67百万円（前年同期１億16百万円の資金使用）となりました。

　支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出４億30百万円、短期借入金の返済による支出２億円でありま

す。

　

（4）経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

（5）研究開発活動

当第２四半期累計期間の研究開発費の総額は12百万円であります。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 14,270,000

計 14,270,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2021年11月12日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 3,568,000 3,568,000
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数は100株
であります。

計 3,568,000 3,568,000 ― ―
 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

　

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年９月30日 ― 3,568,000 ― 500,000 ― 249,075
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(5) 【大株主の状況】

2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(％)

畑　中　千　弘 兵庫県西宮市 760 23.51

畑　中　浩太郎 兵庫県西宮市 320 9.90

畑　中　雄　介 兵庫県西宮市 320 9.90

株式会社日本カストディ銀行
（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８-12 247 7.66

伊　藤　泰　博 兵庫県西宮市 184 5.70

栗　岡　千　絵 奈良県生駒市 163 5.07

伊　藤　友　紀 奈良県奈良市 163 5.06

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 48 1.48

畑　中　浩 兵庫県西宮市 48 1.48

楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 43 1.35

計 ― 2,299 71.11
 

（注）１ 上記のほか、自己株式333千株があります。

 ２ 株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有している株式247千株は、当社が2011年11月25日開催の取締

役会において「株式給付型ＥＳＯＰ」の導入を決議し、2011年12月16日付で株式会社日本カストディ銀行

（信託口）が取得したものであります。なお、当該株式は四半期財務諸表上、自己株式として処理しており

ます。

 ３ 所有株式の割合は、自己株式（581千株）のうち、ＥＳＯＰ信託所有自己株式（247千株）を除く、当社所有

自己株式（333千株）を控除して計算しております。

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

2,476 ―
普通株式 581,500
 

完全議決権株式(その他) 普通株式 2,984,500
 

29,845 ―

単元未満株式 普通株式 2,000
 

― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 3,568,000 ― ―

総株主の議決権 ― 32,321 ―
 

（注）１ 「完全議決権株式（自己株式等）」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が333,900株、株式会社日本カ

ストディ銀行（信託口）が所有する当社株式が247,600株含まれております。

 ２ 「単元未満株式」欄の普通株式には当社保有の自己株式が３株含まれております。
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② 【自己株式等】

2021年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社イトーヨーギョー

兵庫県神戸市中央区
中山手通五丁目１番３号

333,900 247,600 581,500 16.30

計 ― 333,900 247,600 581,500 16.30
 

(注)他人名義で所有している理由等

 所有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所

 「株式給付型ＥＳＯＰ」制度の

信託財産として拠出

株式会社日本カストディ銀行(信

託口)

東京都中央区晴海一丁目８-12

 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第63号。

以下「四半期財務諸表等規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（1949年建設省令第14号）に準じ

て記載しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(2021年７月１日から2021年９月

30日まで)及び第２四半期累計期間(2021年４月１日から2021年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、監査法

人アイ・ピー・オーによる四半期レビューを受けております。

 
３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社が存在しないため、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2021年３月31日)
当第２四半期会計期間
(2021年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 783,096 678,719

  受取手形及び売掛金 761,607 504,447

  電子記録債権 175,697 130,651

  完成工事未収入金 364,362 97,700

  商品及び製品 400,460 434,200

  原材料及び貯蔵品 49,044 56,366

  その他 16,606 31,479

  貸倒引当金 △39 △26

  流動資産合計 2,550,836 1,933,538

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 769,652 761,736

   土地 1,849,044 1,763,186

   その他（純額） 82,502 88,563

   有形固定資産合計 2,701,198 2,613,487

  無形固定資産 11,372 25,110

  投資その他の資産   

   投資有価証券 103,028 99,079

   その他 124,128 132,310

   貸倒引当金 △36,327 △36,327

   投資その他の資産合計 190,829 195,062

  固定資産合計 2,903,399 2,833,659

 資産合計 5,454,235 4,767,198

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 536,077 407,833

  短期借入金 ※１  400,000 ※１  200,000

  1年内返済予定の長期借入金 58,532 48,536

  未払法人税等 8,236 77,515

  賞与引当金 45,000 20,572

  その他 268,782 127,060

  流動負債合計 1,316,629 881,518

 固定負債   

  長期借入金 714,219 293,303

  退職給付引当金 135,280 143,403

  役員退職慰労引当金 35,850 41,906

  資産除去債務 132,256 84,265

  その他 164,464 170,112

  固定負債合計 1,182,070 732,990

 負債合計 2,498,699 1,614,508
 

 

EDINET提出書類

株式会社イトーヨーギョー(E01216)

四半期報告書

10/22



 

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2021年３月31日)
当第２四半期会計期間
(2021年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 500,000 500,000

  資本剰余金 249,075 249,075

  利益剰余金 2,374,504 2,574,584

  自己株式 △217,809 △217,809

  株主資本合計 2,905,769 3,105,849

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 49,766 46,840

  評価・換算差額等合計 49,766 46,840

 純資産合計 2,955,536 3,152,690

負債純資産合計 5,454,235 4,767,198
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 ※１  1,136,129 ※１  1,183,121

売上原価 755,182 831,422

売上総利益 380,947 351,698

販売費及び一般管理費 ※２  410,730 ※２  419,877

営業損失（△） △29,783 △68,178

営業外収益   

 受取利息 0 0

 受取配当金 2,761 3,089

 仕入割引 367 285

 為替差益 285 134

 スクラップ売却益 79 414

 雑収入 1,256 1,096

 営業外収益合計 4,751 5,021

営業外費用   

 支払利息 1,957 2,433

 租税公課 5,892 6,029

 売上割引 127 163

 雑損失 － 550

 営業外費用合計 7,977 9,177

経常損失（△） △33,009 △72,334

特別利益   

 資産除去債務戻入益 － ※３  48,000

 固定資産売却益 654 323,628

 特別利益合計 654 371,628

特別損失   

 固定資産除却損 － 0

 特別損失合計 － 0

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △32,355 299,294

法人税等 △4,484 66,873

四半期純利益又は四半期純損失（△） △27,870 232,420
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△32,355 299,294

 減価償却費 31,940 37,192

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 △13

 賞与引当金の増減額（△は減少） △23,037 △24,427

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,662 8,122

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,350 6,056

 受取利息及び受取配当金 △2,770 △3,090

 支払利息 1,957 2,433

 資産除去債務戻入益 ― △48,000

 固定資産売却損益（△は益） △654 △323,628

 売上債権の増減額（△は増加） 528,654 568,867

 棚卸資産の増減額（△は増加） △26,757 △41,064

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,098 △14,056

 その他の固定資産の増減額（△は増加） 2,556 1,962

 仕入債務の増減額（△は減少） △232,198 △229,107

 未払消費税等の増減額（△は減少） 14,644 △22,029

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △12,927 △3,203

 その他の固定負債の増減額（△は減少） △4,093 △3,787

 小計 252,861 211,519

 利息及び配当金の受取額 2,762 3,090

 利息の支払額 △1,957 △2,433

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △16,990 △3,119

 営業活動によるキャッシュ・フロー 236,675 209,057

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △19,478 △45,421

 有形固定資産の売却による収入 654 410,145

 無形固定資産の取得による支出 △475 ―

 投資有価証券の取得による支出 ― △70

 保険積立金の積立による支出 △10,229 △10,229

 貸付金の回収による収入 384 84

 投資活動によるキャッシュ・フロー △29,144 354,508

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の返済による支出 △50,000 △200,000

 長期借入金の返済による支出 △23,700 △430,912

 リース債務の返済による支出 △3,799 △4,733

 自己株式の取得による支出 △122 ―

 配当金の支払額 △38,768 △32,297

 財務活動によるキャッシュ・フロー △116,390 △667,942

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 91,140 △104,377

現金及び現金同等物の期首残高 757,350 783,096

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  848,491 ※１  678,719
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【注記事項】

(会計方針の変更)

当第２四半期累計期間
(自　2021年４月１日　至　2021年９月30日)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと

交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、コンクリート関連事業・

建築設備機器関連事業の一部取引について、次の変更が生じております。

①直送取引に係る収益認識

従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供にお

ける当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額

で収益を認識しております。

②一定の期間にわたり移転される財に係る収益認識

販売エリアに基づくロイヤリティ及び空調、給排水設備の保守契約において、サービスの契約から生じる履行

義務は、一定の期間にわたり充足される履行義務であります。そのため、契約期間に応じて均等按分して収益を

認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、当期首より前に新たな会計方針を遡及的に適用した場合の累積的影響額を、当期首の利益剰余金に加減

し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適

用し、当期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針

を遡及適用しておりません。

この結果、当第２四半期累計期間の売上高が16,386千円、売上原価が14,466千円減少し、営業損失、経常損失

は1,920千円増加し、税引前四半期純利益が1,920千円減少しております。なお、利益剰余金の当期首残高に与え

る影響はありません。

また、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過

的な取扱いに従って、前第２四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していま

せん。

 
(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10

号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針

を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。

 
 

 

 (四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

 （税金費用の計算方法）

当第２四半期累計期間
(自　2021年４月１日　至　2021年９月30日)

当社は、当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。
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　(追加情報)

 (株式給付型ＥＳＯＰ制度について)

当社は、従業員の新しい福利厚生サービスとして当社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性をより高

め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるこ

とを目的として、「株式給付型ＥＳＯＰ」（以下「本制度」という）を導入しております。

①取引の概要

本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の資格等級以上の当社の従業員が退職した場合等に、

退職者等に対し当社株式を給付する仕組みです。

当社は、従業員に当社の業績と従業員の人事考課結果に応じてポイントを付与し、従業員の退職時等に累積した

ポイントに相当する当社株式を給付します。退職者等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭によ

り将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。当該信託設定に係る金銭は全額当社が拠出す

るため、従業員の負担はありません。

②信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式と

して計上しております。

当該自己株式の帳簿価額及び株式数

前事業年度38,625千円、247千株、当第２四半期会計期間38,625千円、247千株

 
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)

 前会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見

積り）に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

 
(四半期貸借対照表関係)

※１　当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関３行と当座貸越契約を締結しております。当契約に

基づく借入金実行残高等は次のとおりであります。

  
 

前事業年度 当第２四半期会計期間

 (2021年３月31日) (2021年９月30日)

 当座貸越極度額の総額 700,000千円 700,000千円

 借入金実行残高 400,000 〃 200,000 〃

 差引残高 300,000千円 500,000千円
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(四半期損益計算書関係)

 ※１　売上高の季節的変動

前第２四半期累計期間(自 2020年４月１日　至 2020年９月30日)及び当第２四半期累計期間(自 2021年４月

１日　至 2021年９月30日)

当社の売上高は通常の営業形態として上半期に比べ下半期の割合が大きいため、事業年度の上半期の売上高と

下半期の売上高との間に著しい相違があり、第２四半期累計期間と他の四半期累計期間の業績に季節的変動があ

ります。

 

 ※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

  
 

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

 (自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 給料及び手当 171,253千円 173,386千円

 賞与及び賞与引当金繰入額 26,539 〃 31,039 〃

 役員退職慰労引当金繰入額 5,350 〃 6,056 〃

 退職給付費用 8,674 〃 9,123 〃

      
 おおよその割合     
 販売費 58.5 ％ 57.2 ％

 一般管理費 41.5 ％ 42.8 ％
 

 

 ※３　資産除去債務戻入益

当第２四半期累計期間(自 2021年４月１日　至 2021年９月30日)

特別利益に計上している「資産除去債務戻入益」は、岡山県瀬戸内市の土地建物を売却したことに伴い、アス

ベスト建材の除去費用の発生に備えて計上しておりました資産除去債務を戻し入れたことによるものでありま

す。

 
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

 ※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。

  
 

前第２四半期累計期間

(自 2020年４月１日

当第２四半期累計期間

(自 2021年４月１日

 至 2020年９月30日) 至 2021年９月30日)

 現金及び預金 848,491千円 678,719千円

 預入期間が３か月を超える
定期預金

―  ―  

 現金及び現金同等物 848,491千円 678,719千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

　

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 38,810 12 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金
 

（注）　配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行(信託口)に対する配当金2,977千円を含んでおります。

 
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

当第２四半期累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

 

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月29日
定時株主総会

普通株式 32,340 10 2021年３月31日 2021年６月30日 利益剰余金
 

（注）　配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行(信託口)に対する配当金2,476千円を含んでおります。

 
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   (単位：千円)
 報告セグメント
 コンクリート

関連事業
建築設備機器
関連事業

不動産
関連事業

計

売上高     

 外部顧客への売上高 920,449 173,210 42,469 1,136,129

  セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― ― ―

計 920,449 173,210 42,469 1,136,129

　 セグメント利益又は
　 セグメント損失（△）

21,772 △54,177 14,358 △18,046
 

 

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

 (単位：千円)

損失 金額

報告セグメント計 △18,046

棚卸資産の調整額 △11,737

四半期損益計算書の営業損失（△） △29,783
 

 
Ⅱ　当第２四半期累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

   (単位：千円)
 報告セグメント
 コンクリート

関連事業
建築設備機器
関連事業

不動産
関連事業

計

売上高     
 一時点で移転される財 839,128 252,302 49,074 1,140,505
 一定の期間にわたり移転
　される財

1,920 40,695 ― 42,615

 顧客との契約から生じる
　収益

841,048 292,997 49,074 1,183,121

 その他の収益 ― ― ― ―

 外部顧客への売上高 841,048 292,997 49,074 1,183,121

 セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ―

計 841,048 292,997 49,074 1,183,121

　 セグメント利益又は
　 セグメント損失（△）

△38,728 △44,076 17,430 △65,374
 

 

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

 (単位：千円)

損失 金額

報告セグメント計 △65,374

棚卸資産の調整額 △2,804

四半期損益計算書の営業損失（△） △68,178
 

 

 
3. 報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、当期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を

変更したため、事業セグメントの売上高の算定方法を同様に変更しております。利益又は損失については変更あ

りません。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載の通りであります。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

 １株当たり四半期純利益又は
 １株当たり四半期純損失（△）

△９円33銭 77円82銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益又は
　　四半期純損失（△）(千円)

△27,870 232,420

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益又は
　　普通株式に係る四半期純損失（△）(千円)

△27,870 232,420

    普通株式の期中平均株式数(株) 2,986,056 2,986,497
 

(注) １　「１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失」を算定するための期中平均株式数の計算におい

て、控除する自己株式に株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式を含めております。

　　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数

　　　前第２四半期累計期間248,100株、当第２四半期累計期間247,600株

２　第72期第２四半期累計期間の「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」は、１株当たり四半期純損失で

　　あり潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

３　第73期第２四半期累計期間の「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」は、潜在株式が存在しないため、

記載しておりません。

 
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2021年11月12日

株式会社イトーヨーギョー

取締役会  御中

監査法人アイ・ピー・オー
 

 
大阪府大阪市
 
代  表  社  員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 日　野　　利　泰  

 

 

業 務 執 行 社 員  公認会計士 梅　田　　浩　章  
 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社イ

トーヨーギョーの2021年４月１日から2022年３月31日までの第73期事業年度の第２四半期会計期間（2021年７月１日か

ら2021年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビュー

を行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社イトーヨーギョーの2021年９月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

 
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない

かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事

項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監

査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は

継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準

に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表

の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる

事項が認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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